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飛驒市選挙管理委員会（総務課内）
0577-73-7461 0577-73-6373

お
知
ら
せ
飛驒市長選挙および飛驒市議会議員選挙～市政にあなたの一票を～

■選挙の期日　２月16日（日）
■選挙の告示日　２月９日（日）
■定数　市長１人　議会議員14人
■立候補関係者合同説明会
　【日時】　１月17日（金）　9：30～（受付9：00～）　【場所】　飛騨市役所西庁舎３階大会議室
　※市長選挙および市議会議員選挙の説明会を合同で行います
■立候補の届出（市長選挙、市議会議員選挙）
　【日時】　２月９日（日）　8：30～17：00　【場所】　飛騨市役所西庁舎３階大会議室
■投票　２月16日（日）　7：00～20：00
※ただし、投票所によっては、閉鎖時刻の繰上げ箇所がありますので、選挙管理委員会または、各振興事務所へお問い合わ
　せください。なお、投票は入場券作成の関係上、１月22日現在あなたがお住まいの地域の投票区での投票となります
■開票　【日時】　２月16日（日）　21：15～　【場所】　飛騨市古川町公民館　２階大会議室
※市長選挙、市議会議員選挙ともに同じ会場での開票となります

■選挙運動について
　選挙運動とは、特定の選挙において、特定の侯補者が当選するよう、有権者に直接または間接に働きかける行為です。
　事前運動（立候補届出前の選挙運動）は、立候補者に限らず一切禁止されています。ただし、次のような行為は立侯補準
備行為として行うことができます。

※しかし、これらの行為であっても、不必要に多数の者に対して各種の内交渉がなされる場合や、上記の行為に名を借りて
　投票依頼行為におよんだ場合は、事前運動とみなされますので注意を要します

■主な禁止事項として、次のようなことがあげられます
①選挙運動は、選挙の告示日から投票日の前日までの間しか行えません。（ただし、告示日に、立候補届出が受理されたあと）
②候補者になろうとする方等が、寄附等の行為を行うことは禁止されています。
③侯補者になろうとする方が、当該選挙区内にある者に対しての、答礼のための直筆による場合を除き、時候の挨拶状（電報
等も含む）を出すことは禁止されています。
④選挙に関し、候補者も有権者も清酒など陣中見舞いに飲食物を提供することは禁止されています。また、候補者から各種
の団体（後援会、区長会、老人クラブ等全ての団体）への寄附も禁止されています。
⑤推薦会で決定した侯補者名を多くの人や各戸に知らせたり、外部への発表や宣伝するようなことは、多くの場合違反とな
ります。
※事例としては、このようなことがありますが、このほかに不明な点は、飛驒市選挙管理委員会までお間い合わせください

飛驒市長選挙および飛驒市議会議員選挙が次のように行われます。

みんなで守ろう「三ない運動」
候補者は有権者に寄附を　　【贈らない！】
有権者は候補者に寄附を　　【求めない！】
候補者から有権者への寄附は【受けとらない！】

①　立侯補の瀬踏行為（有権者の支持状況の調査）⑦　個人演説会場借入の内交渉
②　侯補者選考会・推薦会の開催 ⑧　選挙演説を依頼するための内交渉
③　政党等の公認を求めること ⑨　選挙運動用葉書・ポスターの推薦依頼の内交渉
④　選挙事務所借入の内交渉 ⑩　選挙運動用自動車・拡声機の借入れの内交渉
⑤　出納責任者または選挙運動員就任の内交渉 ⑪　選挙運動用立札・看板・ポスター・葉書等の作製
⑥　労務者の雇入れの内交渉 ⑫　選挙運動資金の調達

セブミ

詳しくは、市公式ホーム
ページをご覧ください
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環境課 0577-73-7482

◎：開所日（通常通り）①（8：30～15：30） ○：開所日（時間変更）②（8：30～15：30）　
×：休み　※②分別回収所のみ開所（8：30～15：30）

■プラ製容器包装(水色の袋)・紙類(オレンジの袋)の出し方
　プラ製容器包装や紙類に、対象物以外のものが混入しているケースが見受けられます。保健衛生カレンダーに記載している
対象物以外のものは入れないでください。また、袋には必ず住所と名前の記入をお願いします。

《混入物例》
■プラ製容器包装（水色のごみ袋）
　CD、プラモデル（容器包装ではないもの）、金物など
■紙類（オレンジ色のごみ袋）
　雑誌、木材など
　※紙類は選別が困難になるため、細かく刻んで入れないようにお願いします

■ポイ捨てについて
　道端や側溝、用水路に空き缶やペットボトル等のごみが多く捨てられています。ポイ捨ては法律や飛騨市ポイ捨て等防止条
例により禁止されており、罰則もあります。ごみは正しい方法で処分して、ポイ捨ては絶対にしないようにしてください。

お
知
ら
せ
年末・年始における公共施設等営業日について

■市役所・各振興事務所
窓口業務は、12月28日（土）～１月5日（日）まで休みとなります。
戸籍謄抄本や住民票等、各種証明が必要な方は、12月27日（金）までに市役所・各振興事務所窓口で手続き
をしてください。なお、出生届や死亡届等の届出は、市役所および各振興事務所の宿日直室で受け付けま
す。※１月４日（土）、５日（日）9:00～16:00は住民票・印鑑証明書のみ休日発行します　　　

■診　療　【休診】市民病院、河合・宮川・杉原・袖川・山之村診療所、こどものこころクリニック
　　　12月28日（土）～１月５日（日）※なお期間中、市民病院では宿日直医師が急患に対応します

【開所】休日診療所（高山市保健センター内）
　　　12月29日（日）・１月５日（日）8：30～11：30、13：00～14：30
　　　12月31日（火）8：30～11：30／１月２日（木）・３日（金）9：30～11：30、13：00～14：30

【救急病院案内】飛騨市地域救急医療情報センター　　 0577-74-3799

　　　　　　　　　　　　　　　　
飛騨古川桃源郷温泉ぬくもりの湯すぱ～ふる

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3

17：00まで営業

17：00まで営業

河合健康増進施設ゆぅわ～くはうす

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○
× × ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ×× × ○ ○

1/4

○○○
○
○

○○

飛騨まんが王国宮川温泉おんり～湯

流葉温泉Ｍプラザ

老人福祉センター割石温泉

17：00まで営業

■飛騨市クリーンセンター・リサイクルセンター
施設名 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日
①飛騨市クリーンセンター × × ◎ × × × ◎ × ×
②飛騨市リサイクルセンター × × 〇 × × × × × ※

■温泉・入浴施設

■図書館　【休館日】　
飛騨市図書館　　12月28日（土）～１月３日（金） 　
神岡図書館　　　12月28日（土）～１月３日（金）
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知
ら
せ
水道管の凍結防止について　～冬は凍結から水道管を守りましょう～

■特に凍結しやすい場所
　・風当たりの強い屋外にある水道管　・北向きで、日影にある水道管　・むき出しになっている水道管　　　　
■凍結防止の方法
　・凍結防止ヒーターの電源が入っているかどうか、ヒーターや保温材が破損していないかなどの確認をしてください。
　・冬期間使用しない給水栓の水抜きや積雪防護などの対策を行ってください。
　・長期間、家を留守にする場合は、水抜きなど十分な凍結防止策を行ってください。
　・定期的に凍結防止装置及び給水管の状況の確認をしてください。
　・メーターボックス内に保温材（発砲スチロールなど）を入れるなどの対策を行ってください。
■水道管が凍ってしまったら　　　　　　　　　　　　　　　　
　凍ってしまった部分に、タオルや布などをかぶせて、その上からゆっくりと「ぬるま湯」をかけてください。
　なお、蛇口を開けてもすぐに水が出ない場合がありますが、そのような場合でも、
　蛇口は開けたままにせず、必ず閉め、自然に溶けるのを待ってください。
※熱湯を急にかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので、ご注意ください
■水道管が破裂したら　
　宅地内にあるメーターボックス内のメーターバルブを右回しに閉めて水を止め、
　破裂した部分に布かテープをしっかり巻き付け、応急処置をしてから速やかに飛
　騨市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
■年末年始の水道修理当番

寒さは水道管の大敵です。水道管が凍結しないように防寒対策をしましょう。

水道課
各振興事務所（基盤環境水道係） 河合

0577-73-7484
0577-65-2383 宮川 0577-63-2315 神岡 0578-82-2254

■古川町・河合町・宮川町 ■神岡町

市営住宅入居者募集について
募

　
　集

都市整備課
神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

0577-73-0153
0578-82-2254

※1 RC造…鉄筋コンクリート造
※入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません
　都市整備課または各振興事務所（基盤環境水道係）まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　12月19日（木）～12月26日（木）　■入居予定日　２月１日（土）

12 月 29 日（日）（株）三晃設備工業 0577-73-5776
12 月 30 日（月）（株）三晃設備工業 0577-73-5776
12 月 31 日（火）（有）森下住設 0577-73-3412
１月  １日（水）（有）古川住設管工事 0577-73-6196
１月  ２日（木）坂上建設（株） 0577-75-2226
１月  ３日（金）（有）愛進建設 0577-75-2557

12 月 29 日（日）（有）瀬川鉛鉄 0578-82-5115
12 月 30 日（月）（株）川勝興業 0578-82-3420
12 月 31 日（火）松下電建 （株）0578-82-0417
１月  １日（水）（有）谷口水道 0578-82-1651
１月 ２日（木）橋本工業（株）0578-82-1000
１月 ３日（金）（有）瀬川鉛鉄 0578-82-5115

公募住宅 サンアルプA棟 大和団地2号棟 昭和町団地 山之村団地 西忍団地 杉原団地 打保住宅 森茂住宅
種類 特公賃 公営 地優賃 公営 公営 公営 特定 特定

募集戸数 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸
所在地 神岡町殿 神岡町船津 神岡町殿 神岡町森茂 宮川町西忍 宮川町杉原 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 ※1 RC造6階建 RC造4階建 RC造4階建 木造2階建 木造2階建 木造2階建 木造2階建 木造2階建
間取り 3LDK 3DK 2DK 2LDK 3LDK 4DK 2DK 1K

家賃 入居者の所得に応じて決定
駐車場使用料、共益費別途 共益費別途

相談コーナー
相談名 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

行政書士相談 ○ 1/8( 水 ) 13:00 ～ 16:00 飛騨市役所 ☎ 058-263-6580　岐阜県行政書士会　

若者就労相談 ○ 毎週水曜日
(1/1は休止) 13:00 ～ 16:00 古川町公民館 ☎ 058-216-0125　県若者サポートステーション

ビジネスサポート相談 ○ 1/7( 火 )、8( 水 )
　 16( 木 )、17( 金 ) 10:00 ～ 17:00 古川町商工会 ☎ 0577-73-2624　古川町商工会

ハローワーク出張相談 － 1/15( 水 ) 11:00 ～ 15:00 古川町公民館 ☎ 0577-32-1144　ハローワーク高山

働き方改革出張相談 － 12/25( 水 )
1/8( 水 ) 13:30 ～ 16:30 飛騨市図書館メディア編集室 ☎ 058-245-1550　岐阜労働局　雇用環境・均等室

こころの相談室 〇 1/10( 金 ) 13:00 ～ 15:00 ハートピア古川 ☎ 0577-73-0160　憩いの家

暮らしの相談 － 平日 8:30 ～ 17:15 ハートピア古川 ☎ 070-2237-7730　地域包括ケア課

もの忘れ相談 － 1/9( 木 ) 9:30 ～ 11:30 神岡町公民館 ☎ 0578-82-1456　地域包括支援センター神岡窓口

もの忘れ相談とホッとするカフェ － 1/16( 木 ) 9:00 ～ 12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

☎ 0577-73-6233　地域包括支援センター

『MAPS マップス　新・世界絵図』
アレクサンドラ・ミジェリンス 著

場
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　県民の皆さんが安全で平穏な年末
を送り新年を迎えていただくため、12
月11日から１月５日までの間、「 ゆく年
くる年  みんなで守ろう  地域の安全 」
をスローガンとして、年末年始の犯罪
や交通事故の未然防止を図ることを目
的とした『 年末年始地域安全運動 』を
実施します。

飛騨警察署 0577-73-0110

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

手帳を楽しく、自分らしく、使いやすくカ
スタマイズする方法を、人気文具メーカー
のSNS担当者や手帳好きインスタグラ
マーの皆さんに聞きました。手元にあるア
イテムですぐにマネできるデコレーション
アイデアや、工夫いっぱいの自分らしい手
帳の使い方やアレンジ法など、見ているだ
けでも楽しい手帳術が満載です。

徳間書店

世界中で大人気！ポーランド発大型
地図絵本。食べ物、歴史的な建物、
有名な人物、動物、植物…すべての
ページに数えきれないほどのイラス
トがぎっしりつまっています。さま
ざまな分野がひと目でわかる現代版
「世界地図」。世界62か国をたっ
ぷりご案内します。

飛騨市図書館 0577-73-5600 http://hida-lib.jp

『カワイイ手帳の作り方』
KADOKAWA 編

飛騨警察署からのお知らせ

■運動重点　
①年末年始に特に警戒を要する犯罪
　の被害防止
・本年増加傾向にある侵入盗（空き巣、  
  忍び込み、事務所荒し、出店荒し）
・依然として犯罪の総量抑制を妨げる
  大きな要因となっている自転車盗難、 
　万引き
・初詣等、年末年始に特に多数の人が
  集まる場所において発生するすり、
  ひったくり
②ニセ電話詐欺の被害防止
③子供と女性に対する不審者情報や
　声掛け事案、犯罪の被害防止
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古川町保健センター 0577-73-2948 ・神岡町保健センター 0578-82-2233

古川町保健センター 0577-73-2948

お
知
ら
せ
「まめとく健康ポイント事業」の交換日は1月です

「まめとく健康ポイント事業」にチャレンジした皆さん、ポイントは貯まりましたか？いよいよ１月が交換日です。
交換される方は、ポイントカードを持って、お近くの会場にご来場ください。（ポイントカードがあれば、ご本人で
なくても交換できます）

お
知
ら
せ
インフルエンザ・ノロウイルスにご注意ください

毎年冬にはインフルエンザやノロウイルス感染症の流行がみられます。予防を徹底して、感染を防ぎましょう。

なお、上記の交換日に来場できない方は、次の日程で、河合・宮川振興事務所、神岡・古川保健センターで交換できます。
■日時　１月20日（月）～１月24日（金）　8：30～17：15

■注意点
交換する前に、次のことをご確認ください。
・ポイントカードに「氏名」「住所」「電話番号」が記入してありますか。
・必須項目について記入してありますか。
・総合ポイントは合計50ポイント以上ありますか。

■企業・事業所を通じてエントリーをされた方は、賞品との交換も企業・事業所を通じて行ってください。

■インフルエンザ
◇かからないようにするには…
　・出かける場合は、なるべく人ごみを避けましょう。　・帰宅時や食事前には手洗いをしましょう。
　・睡眠を十分に取り、栄養に気を配りましょう。　　　・室内を適切な温度や湿度に保ちましょう。
◇広めないようにするには…
　・咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ、飛沫を飛ばさないように心がけましょう。
　・咳、くしゃみなど体調がおもわしくない場合には、極力外出は避け、外出をする場合にはマスクをしましょう。
◇ハイリスク者の方へ…
　・高齢者、妊婦、乳幼児、心肺系の慢性疾患・糖尿病・腎疾患の基礎疾患を有する方（ハイリスク者）は感染すると症状が　  
　 重くなることがありますので、早めに医療機関を受診してください。
■ノロウイルス
　・調理前など手洗いをしっかりしましょう。　　・加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう。
　・調理器具の洗浄消毒をしましょう。（塩素系漂白剤が有効）
　・おう吐物など直接触れないよう気をつけ、処理後は手をしっかり洗いましょう。

《小児及び妊婦のインフルエンザ予防接種費助成》
■接種期間　１月31日（金）まで　■申請期間　１月20日（月）まで
※接種を希望される方は、申請期間内に申請してください。助成方法については、広報ひだ９月号をご覧ください

場所 交換日（令和２年） 受付時間
河合振興事務所 1 月 16 日（木） 午前 10：00 ～午後１：00

宮川振興事務所 1 月 16 日（木） 午後１：30 ～午後 4：00

神岡町保健センター 1 月 17 日（金） 午前 9：00 ～午後 6：00

古川町保健センター 1 月 18 日（土） 午前 9：00 ～午後 5：00
1 月 19 日（日） 午前 9：00 ～午後 5：00

■交換日

■交換賞品　　各1,000円分
　①商品券（古川町商工会）
　②商品券（神岡町商工会議所）
　③市内障がい者施設授産品
　④市内の社会福祉施設に①または②を寄付
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税務課
0577-73-3742

管財課
0577-73-3741

観光課
0577-73-7463

税務課からのお知らせ
お
知
ら
せ

　償却資産は、個人事業者または企業
等が土地・家屋のほかに事業のため
に所有している機械・装置、器具・備
品、構築物などの資産です。その減価
償却額が、法人税法または所得税法の
規定による所得の計算上損金もしくは
必要経費に算入されるものに関して
は、固定資産税（償却資産）の申告が
必要です。
　該当事業所・個人事業者へは申告
書を送付していますが、新たに該当す
ると思われる場合は税務課までお申し
出ください。 　平成31（令和元）年中に給与または

借地料等を支払われた場合は、法定調
書の提出が必要です。
　該当される事業所へは書類をお届
けしていますが、用紙が不足する場合
や新たに該当される場合は、市役所税
務課または各振興事務所税務窓口へ
お申し出ください。
提出期限　１月24日（金）

■平成28年分の給与支払報告書か
ら、給与所得者及び被扶養者のマイナ
ンバーの記載が必要となりました。
マイナンバーの記入漏れが無いよう、
事前確認等をお願いします。

■また、昨年の用紙を使用しない様ご
注意ください。

■給与支払報告書中「16歳未満の扶
養親族」は住民税の算定に必要なた
め、必ずご記入ください。

申告期限は、１月 31日（金）です。早め
の提出にご協力をお願いします。 

■口座振替の方は、残高の確認をお
願いします。
■納付書で納める方は、納税通知書
に添付されている納付書で納めてく
ださい。
※納税通知書の記載事項を必ずご確
　認ください

固定資産税第４期分の納期限は、
１月６日（月）です。

■集中受付期間
　飛騨地域業者　１月中
　上記以外地域　２月中
■登録申請先　
　管財課（郵送可）・各振興事務所総
務係窓口
■申請様式
　市ホームページからダウンロードま
たは上記窓口に設置。
■制度改正
　今回から登録期間を２年間から４年
間に、様式も新たに改正しました。

令和２年度から５年度に市が発注する
物品購入・役務提供等の入札・見積合
わせについて、参加希望者の登録受
付を下記のとおり行います。

お
知
ら
せ

入札・見積合わせ
参加者登録

■予約開始
　12月25日（水）　10：00～　

※webサイトからご予約
　いただくか、観光課まで
　お問合せください

夏、秋と開催し大盛況の飛騨みんな
の博覧会。いよいよ冬も始まります！！
冬は全10プログラムで開催。魅力的
なプログラムばかりなのでご予約は
お早めに。
詳しくは区長配布のパンフレットまた
はwebをご覧ください。

お
知
ら
せ

飛騨みんなの博覧会2019冬
まもなく予約開始

　

固定資産税（償却資産）の
申告について

固定資産税第４期分の
納期限について

給与支払報告書・借地料等
支払報告書の提出について

　地方税法第321条の4において、所
得税の源泉徴収義務がある事業主は、
個人住民税を特別徴収することが義
務付けられています。
　県と県内全市町村では、平成27年
度の市県民税から一定の条件を満た
す事業主に対し、特別徴収義務者に指
定する取り組みを行っています。
　市民の方に公平な納税をいただく
ため、特別徴収へのご協力をお願いし
ます。

2019年中に家屋の取り壊し、土地の地
目変更、宅地の用途変更の異動があり
ましたら税務課までご連絡ください。

　自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができま
す。ペーパーレスで電子申告が可能となり、業務の効率化が図られます。
ぜひご利用ください。
ヘルプデスク　℡0570-08-1459　9：00～17：00（月～金）　土日祝、年末年
始除く

事業主の方へ
特別徴収にご協力を！！

事業者の方へ
eLTAX（エルタックス）による地方電子申告が可能です

　エルタックス 検  索

固定資産の異動届をお忘れなく！
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ふるかわ元旦マラソン実行委員会
0577-62-8030

飛騨市図書館
0577-73-5600

岐阜労働局賃金室
058-245-8104

飛騨市観光協会
0577-74-1192

高山労働基準監督署
0577-32-1180

生涯学習課 0577-73-7495

令和２年 飛騨市成人式図書館の福袋
お
知
ら
せ

一年の計は、元旦マラソン！どなたで
も参加可能です。帰省している家族、
知り合い、友達も誘ってみんなで走ろ
う！
完走者先着1,000名に恒例の記念品
をプレゼント。仮装で大会を盛り上げ
ていただいた参加者の方にもパ
フォーマンス賞を贈呈します！

■日時
　１月１日（水・祝）　※荒天中止 
　・受付 9：00～・スタート10：00
■集合　ハートピア古川　正面玄関
■参加費　無料
■コース　Aコース（約1.7km）
　　　　　Bコース（約2.4km）
　　　　　Cコース（約4.2km）

■日時と場所
　１月15日（水）　古川町市街地
■スケジュール
12:00～　 門前市（まつり広場）
16:00～　 雪像ろうそく点灯式
　　　　  （まつり広場）
16:00～21:00
　雪像ろうそく（古川町市街地）
　千本ろうそく・とうろう流し
　（瀬戸川沿い）

■開催日　１月３日（金）
■場所
　古川会場（飛騨市文化交流センター）
　神岡会場（神岡町公民館）
■日程
　成人者受付　12:45～13:30
　式典　　　　14:00～15:15
　交流タイム　 15:15～16:00
■お願い
①当日の一般来場者の方の受付は行いません。ご自由に入館ください。
②交流タイムにて成人者の方とご自由に歓談ください。
③館内への酒の持ち込み、会場での飲酒はできません。
④敷地内及び館内は全面禁煙となっていますので、ご承知おきください。

市では、「市民のみなさんと祝う成人式」をテーマに下記の日程で成人式を開催
します。市民の方、どなたでも会場にお越しいただけます。

第 49 回飛騨市ふるかわ
元旦マラソン 2020

お
知
ら
せ

飛騨古川で古くから続く伝統行事三
寺まいりが１月15日に行われます。静
かな寺院に揺れる大きな和ろうそく
の炎、街には雪像ろうそく、瀬戸川沿
いには千本ろうそくの揺らめきが古
川を幻想的な雰囲気へと変えていき
ます。

飛騨古川三寺まいり
お
知
ら
せ

最低賃金改正のお知らせ
岐阜県最低賃金
時間額８５１円　10月１日から

最低賃金改正のお知らせ
お
知
ら
せ

毎年恒例の「福袋」（中身は図書の貸
出）を開催します。ラッキー分類が書
かれたおみくじもあります。ぜひご利
用ください。

■期間
　１月４日（土）～
　※なくなり次第終了

お
知
ら
せ

冬季は、積雪・凍結・寒冷に起因した
転倒災害、墜落・転落災害、交通労働
災害、一酸化炭素中毒災害などが多
発していることから、高山労働基準
監督署では、「STOP！冬季労働災害
プロジェクト」を推進しています。

　実施要項やリーフレットを参考
に取組をすすめましょう。（岐阜
労働局のWebサイトからダウン
ロードできます）検索：STOP冬季
労働災害

　岐阜県最低賃金は、年齢に関係な
く、パートやアルバイトなどを含め、
県内で働くすべての労働者に適応さ
れます。
　使用者も、労働者も、１時間あたり
の賃金額が最低賃金以上となってい
るかどうか、必ず確認しましょう。

STOP！冬季労働災害
プロジェクト

お
知
ら
せ
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古川町保健センター 0577-73-2948 ・神岡町保健センター 0578-82-2233

古川町保健センター 0577-73-2948

お
知
ら
せ
「まめとく健康ポイント事業」の交換日は1月です

「まめとく健康ポイント事業」にチャレンジした皆さん、ポイントは貯まりましたか？いよいよ１月が交換日です。
交換される方は、ポイントカードを持って、お近くの会場にご来場ください。（ポイントカードがあれば、ご本人で
なくても交換できます）

お
知
ら
せ
インフルエンザ・ノロウイルスにご注意ください

毎年冬にはインフルエンザやノロウイルス感染症の流行がみられます。予防を徹底して、感染を防ぎましょう。

なお、上記の交換日に来場できない方は、次の日程で、河合・宮川振興事務所、神岡・古川保健センターで交換できます。
■日時　１月20日（月）～１月24日（金）　8：30～17：15

■注意点
交換する前に、次のことをご確認ください。
・ポイントカードに「氏名」「住所」「電話番号」が記入してありますか。
・必須項目について記入してありますか。
・総合ポイントは合計50ポイント以上ありますか。

■企業・事業所を通じてエントリーをされた方は、賞品との交換も企業・事業所を通じて行ってください。

■インフルエンザ
◇かからないようにするには…
　・出かける場合は、なるべく人ごみを避けましょう。　・帰宅時や食事前には手洗いをしましょう。
　・睡眠を十分に取り、栄養に気を配りましょう。　　　・室内を適切な温度や湿度に保ちましょう。
◇広めないようにするには…
　・咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ、飛沫を飛ばさないように心がけましょう。
　・咳、くしゃみなど体調がおもわしくない場合には、極力外出は避け、外出をする場合にはマスクをしましょう。
◇ハイリスク者の方へ…
　・高齢者、妊婦、乳幼児、心肺系の慢性疾患・糖尿病・腎疾患の基礎疾患を有する方（ハイリスク者）は感染すると症状が　  
　 重くなることがありますので、早めに医療機関を受診してください。
■ノロウイルス
　・調理前など手洗いをしっかりしましょう。　　・加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう。
　・調理器具の洗浄消毒をしましょう。（塩素系漂白剤が有効）
　・おう吐物など直接触れないよう気をつけ、処理後は手をしっかり洗いましょう。

《小児及び妊婦のインフルエンザ予防接種費助成》
■接種期間　１月31日（金）まで　■申請期間　１月20日（月）まで
※接種を希望される方は、申請期間内に申請してください。助成方法については、広報ひだ９月号をご覧ください

場所 交換日（令和２年） 受付時間
河合振興事務所 1 月 16 日（木） 午前 10：00 ～午後１：00

宮川振興事務所 1 月 16 日（木） 午後１：30 ～午後 4：00

神岡町保健センター 1 月 17 日（金） 午前 9：00 ～午後 6：00

古川町保健センター 1 月 18 日（土） 午前 9：00 ～午後 5：00
1 月 19 日（日） 午前 9：00 ～午後 5：00

■交換日

■交換賞品　　各1,000円分
　①商品券（古川町商工会）
　②商品券（神岡町商工会議所）
　③市内障がい者施設授産品
　④市内の社会福祉施設に①または②を寄付

　停電が発生・復旧した場合、いつで
もどこでもプッシュ通知でお知らせし
ます。忙しい時間帯でも、外出先でも、
停電情報をすぐにご確認いただけま
す。
　ＱＲコードより「停電情報お知らせ
サービス」アプリがダウンロード可能
ですので、お客さまの地域・ご契約地
点の登録をお願いします。

■アプリのダウンロードはこちら
　App Store　　　　Google Play

わか
場
版ら
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中部電力　停電情報お知
らせサービスのご案内

令和２年飛驒市長選挙および
飛驒市議会議員選挙期日前事務従事者募集

中部電力のスマートフォン向け停電
情報お知らせアプリが新しくなりま
した。

お
知
ら
せ

■雇用期間
　２月10日（月）～２月15日（土）
■勤務先
　飛騨市役所または各振興事務所
■賃金/応募資格/勤務時間
　時給860円（応募資格特になし）
　① 8：30～17：15（45分昼休み）　　②17：15～20：00　
　③ 8：30～20：00（1時間30分　昼・夕休み）
■応募方法/申込期限/選考方法
　市販の履歴書に必要事項を記入し、１月27日（月）までに提出または郵送により
応募してください。書類選考の上、１月29日（水）に面接試験を実施予定です。
■郵送先　
　〒509-4292　
　飛騨市古川町本町2-22　飛驒市選挙管理委員会（総務課内）

飛驒市選挙管理委員会では飛驒市長選挙および飛驒市議会議員選挙の期日前
投票事務従事者を募集します。

募

　
　集

中部電力（株）　高山営業所
0120-985-232

飛驒市選挙管理委員会
0577-73-7461



相談コーナー
相談名 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

行政書士相談 ○ 1/8( 水 ) 13:00 ～ 16:00 飛騨市役所 ☎ 058-263-6580　岐阜県行政書士会　

若者就労相談 ○ 毎週水曜日
(1/1は休止) 13:00 ～ 16:00 古川町公民館 ☎ 058-216-0125　県若者サポートステーション

ビジネスサポート相談 ○ 1/7( 火 )、8( 水 )
　 16( 木 )、17( 金 ) 10:00 ～ 17:00 古川町商工会 ☎ 0577-73-2624　古川町商工会

ハローワーク出張相談 － 1/15( 水 ) 11:00 ～ 15:00 古川町公民館 ☎ 0577-32-1144　ハローワーク高山

働き方改革出張相談 － 12/25( 水 )
1/8( 水 ) 13:30 ～ 16:30 飛騨市図書館メディア編集室 ☎ 058-245-1550　岐阜労働局　雇用環境・均等室

こころの相談室 〇 1/10( 金 ) 13:00 ～ 15:00 ハートピア古川 ☎ 0577-73-0160　憩いの家

暮らしの相談 － 平日 8:30 ～ 17:15 ハートピア古川 ☎ 070-2237-7730　地域包括ケア課

もの忘れ相談 － 1/9( 木 ) 9:30 ～ 11:30 神岡町公民館 ☎ 0578-82-1456　地域包括支援センター神岡窓口

もの忘れ相談とホッとするカフェ － 1/16( 木 ) 9:00 ～ 12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

☎ 0577-73-6233　地域包括支援センター

『MAPS マップス　新・世界絵図』
アレクサンドラ・ミジェリンス 著

場
版らわか
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　県民の皆さんが安全で平穏な年末
を送り新年を迎えていただくため、12
月11日から１月５日までの間、「 ゆく年
くる年  みんなで守ろう  地域の安全 」
をスローガンとして、年末年始の犯罪
や交通事故の未然防止を図ることを目
的とした『 年末年始地域安全運動 』を
実施します。

飛騨警察署 0577-73-0110

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

手帳を楽しく、自分らしく、使いやすくカ
スタマイズする方法を、人気文具メーカー
のSNS担当者や手帳好きインスタグラ
マーの皆さんに聞きました。手元にあるア
イテムですぐにマネできるデコレーション
アイデアや、工夫いっぱいの自分らしい手
帳の使い方やアレンジ法など、見ているだ
けでも楽しい手帳術が満載です。

徳間書店

世界中で大人気！ポーランド発大型
地図絵本。食べ物、歴史的な建物、
有名な人物、動物、植物…すべての
ページに数えきれないほどのイラス
トがぎっしりつまっています。さま
ざまな分野がひと目でわかる現代版
「世界地図」。世界62か国をたっ
ぷりご案内します。

飛騨市図書館 0577-73-5600 http://hida-lib.jp

『カワイイ手帳の作り方』
KADOKAWA 編

飛騨警察署からのお知らせ

■運動重点　
①年末年始に特に警戒を要する犯罪
　の被害防止
・本年増加傾向にある侵入盗（空き巣、  
  忍び込み、事務所荒し、出店荒し）
・依然として犯罪の総量抑制を妨げる
  大きな要因となっている自転車盗難、 
　万引き
・初詣等、年末年始に特に多数の人が
  集まる場所において発生するすり、
  ひったくり
②ニセ電話詐欺の被害防止
③子供と女性に対する不審者情報や
　声掛け事案、犯罪の被害防止


